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一
資
料
紹
介
一

【
要
旨
一

室
町
時
代
十
六
世
紀
に
盛
行
す
る
六
十
六
部
廻
国
聖
に
よ
る
納
経
と
関
わ
る
遺

品
と
し
て
「
永
徳
四
年
銘
鶴
岡
八
幡
宮
金
銅
経
札
」
が
示
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で

は
同
様
の
銘
文
を
有
す
る
個
人
所
蔵
の
実
物
資
料
の
分
析
を
通
し
て
、
改
め
て
中

世
の
納
経
関
係
資
料
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
試
み
る
。

［
キ
ー
ワ
ー
ド
｝

金
銅
納
経
札
永
徳
四
年
鶴
岡
八
幡
宮
六
十
六
部
廻
国
聖

個
人
所
蔵
永
徳
四
年
銘
鶴
岡
八
幡
宮

金
銅
納
経
札
に
つ
い
て

小

井

川

理

幡
宮
と
の
関
係
が
う
か
が
わ
れ
る
金
銅
納
経
札
を
紹
介
す
る
。
六
十
六
部
廻
国
聖
の

遺
品
と
の
関
連
で
語
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
改
め
て

中
世
の
納
経
関
連
資
料
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
い
。

る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
事
例
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、

（

２

）

永
徳
四
年
の
銘
を
持
つ
鶴
岡
八
幡
宮
金
銅
経
札
の
存
在
が
示
さ
れ
て
き
た
。

（
１
）
現
状

本
稿
で
紹
介
を
試
み
る
金
銅
納
経
札
（
以
下
、
「
本
資
料
」
）
は
、
現
状
、
高
さ
二

八
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
六
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
厚
○
・
一
セ
ン
チ
メ
ー

中
世
日
本
に
お
い
て
は
、
法
華
経
六
十
六
部
を
書
写
し
て
小
経
筒
に
納
め
る
な
ど

し
て
、
諸
国
を
廻
っ
て
寺
社
に
奉
納
す
る
、
六
十
六
部
廻
国
聖
と
よ
ば
れ
る
行
者
に

よ
る
巡
礼
が
み
ら
れ
た
。
特
に
室
町
時
代
十
六
世
紀
に
は
盛
行
を
見
せ
、
島
根
県
大

田
市
南
八
幡
宮
の
鉄
塔
に
多
数
の
経
筒
が
納
め
ら
れ
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
東
北
、

北
関
東
、
北
陸
、
中
国
、
四
国
、
九
州
の
事
例
が
確
認
さ
れ
、
地
方
に
お
け
る
中
世

仏
教
の
展
開
を
示
す
現
象
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

さ
れ
た
南
八
幡
宮
の
事
例
を
基
礎
資
料
と
し
て
、
奉
納
の
あ
り
方
が
分
析
さ
れ
て
き

（

１

）

た
。
特
に
、
銘
文
と
形
態
に
は
一
定
の
規
格
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
近
年
各
地

で
発
見
が
報
告
さ
れ
て
き
た
遺
品
も
ま
た
、
六
十
六
部
廻
国
納
経
と
い
う
大
規
模
か

つ
広
範
な
営
為
の
一
端
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

為
の
一
端
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

は
じ
め
に

｜
資
料
の
概
要

本
稿
で
は
、
永
徳
四
年
（
一
三
八
四
）
の
銘
を
有
し
、
銘
文
の
記
載
か
ら
鶴
岡
八

六
十
六
部
廻
国
聖
に
よ
る
納
経
の
遺
品
に
つ
い
て
は
、
多
数
の
奉
納
経
筒
が
発
見

一
方
で
、

経
筒
の
事
例
に
比
し
て
少
な
い
数
で
は
あ
る
が
、
納
経
札
が
奉
納
さ
れ
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ト
ル
を
測
る
〔
図
１
．
２
〕
・
個
人
所
蔵
で
、
現
在
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
で
保
管

（

３

）

す
る
。納

経
札
は
、
銅
製
板
の
上
辺
を
浅
い
三
角
形
の
山
形
に
成
形
し
、
表
裏
に
鍍
金
を

ほ
ど
こ
す
。
表
面
に
三
行
に
分
け
て
銘
文
を
刻
み
、
背
面
は
無
地
と
す
る
。
板
の
上

部
、
中
央
行
「
こ
の
左
右
と
、
下
部
の
中
央
行
「
源
」
の
上
、
計
三
か
所
に
小
孔

が
穿
た
れ
て
い
る
。

現
状
は
、
金
銅
板
表
裏
の
処
々
に
緑
青
が
吹
き
、
外
縁
に
は
ひ
び
や
割
れ
、
欠
失

も
見
ら
れ
る
。
銘
文
の
あ
る
表
面
に
鍍
金
が
比
較
的
良
好
に
残
り
、
裏
面
は
全
体
に

荒
れ
が
見
ら
れ
る
。

銘
文
は
、
中
央
行
が
大
き
く
、
左
右
行
は
そ
れ
よ
り
も
幾
分
小
さ
い
文
字
で
記
さ

れ
る
。
線
刻
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
幅
の
あ
る
筆
様
の
字
形
が
刻
ま
れ
る
。
筆
順

に
従
い
筆
線
の
重
な
り
が
確
認
で
き
〔
図
３
〕
、
鍍
金
後
に
刻
ま
れ
た
様
子
が
見
て
取

れ
る
。
中
央
行
中
ほ
ど
の
「
六
十
六
部
」
の
部
分
で
文
字
の
軸
線
が
幾
分
ぶ
れ
る
様

子
が
あ
り
、
左
右
行
の
行
下
辺
で
は
字
が
小
さ
く
な
り
詰
ま
る
様
子
も
見
ら
れ
る
が
、

全
体
に
ゆ
っ
た
り
と
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
布
置
さ
れ
て
い
る
。
「
十
」
や
「
年
」
な
ど
、

（
２
）
銘
文

図3銘文中央行第一字「奉」

図4銘文右行第一字「十」

（
３
）
形
態

本
資
料
で
は
、
銅
板
の
上
辺
を
山
形
に
成
形
す
る
点
、
計
三
か
所
に
小
孔
が
穿
た

れ
て
い
る
点
が
形
態
的
な
特
徴
と
言
え
る
。

上
辺
を
山
形
に
す
る
形
態
は
、
銘
文
の
布
置
か
ら
見
て
も
当
初
か
ら
計
画
さ
れ
た

と
見
て
取
れ
る
。
三
行
の
銘
文
は
、
中
央
行
の
先
頭
が
左
右
行
よ
り
わ
ず
か
に
高
く
、

左
右
行
の
先
頭
は
山
形
の
基
部
よ
り
低
い
位
置
か
ら
始
ま
る
。
銘
文
の
上
部
に
は
自

然
な
余
白
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

三
か
所
に
穿
た
れ
た
小
孔
の
う
ち
、
上
部
の
二
孔
は
中
央
行
を
割
っ
て
左
右
対
称

に
位
置
し
、
下
部
の
一
孔
も
銅
板
の
幅
の
中
央
に
位
置
し
て
お
り
、
何
ら
か
の
意
図

を
持
っ
て
開
け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
下
部
の
小
孔
は
、
直
下
の
「
源
」
の

字
の
上
辺
を
切
っ
て
お
り
、
銘
文
を
刻
ん
だ
後
に
穿
た
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

な
お
、
小
孔
は
、
背
面
で
は
周
縁
が
幾
分
盛
り
上
が
っ
て
お
り
、
表
面
か
ら
開
け

ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

中
央
行
の
記
述
に
よ
り
、
「
妙
典
」
す
な
わ
ち
妙
法
蓮
華
経
の
奉
納
に
か
か
る
銘
札
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

最
終
画
の
縦
線
の
最
後
が
跳
ね
る
点
に
特
徴
も
見
え
る
〔
図
４
〕
。

文
面
は
、
表
面
の
荒
れ
や
欠
失
に
よ
り
字
形
の
一
部
の
判
読
が
困
難
に
な
っ
て
い

る
が
、
先
行
研
究
等
に
よ
り
補
う
と
、
以
下
の
銘
文
が
読
み
取
れ
る
。

十

羅

刹

女

永

徳

一

年

驫

岳

檀

那

奉
納
妙
典
一
國
六
十
六
部
相
州
鎌
倉
聖
源
坊

三

十

番

神

卯

月

日

八

幡

宮

守

正
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（
１
）
本
資
料
を
め
ぐ
る
言
及

本
資
料
は
、
昭
和
三
十
年
代
か
ら
中
世
鎌
倉
ゆ
か
り
の
資
料
と
し
て
、
鎌
倉
で
展

観
に
供
さ
れ
て
い
た
。
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
三
月
二
十
五
日
か
ら
翌
二
十

六
日
に
か
け
て
、
鎌
倉
長
谷
に
あ
っ
た
展
示
施
設
、
八
幡
文
庫
鎌
倉
温
古
館
に
お
い

て
、
「
第
五
回
鎌
倉
関
係
仏
教
考
古
・
古
文
化
財
展
観
」
が
開
催
さ
れ
、
「
永
徳
一
年
銘

（

４

）

金
銅
経
札
」
の
名
称
で
本
品
が
出
品
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
六
十
年
二
九
八
五
）
十
月
か
ら
鎌
倉
国
宝
館
で
開
催
さ
れ
た
特
別
展
「
鎌

（

５

）

倉
の
金
工
」
に
は
、
八
幡
義
信
氏
所
蔵
の
資
料
と
し
て
本
資
料
が
出
品
さ
れ
た
。
同

展
図
録
の
図
版
解
説
で
は
、
法
華
経
用
経
箱
の
銘
札
と
し
て
、
鶴
岡
八
幡
宮
寺
二
十

五
坊
の
遺
品
で
あ
る
と
紹
介
す
る
。

一
方
、
中
世
に
遡
る
六
十
六
部
廻
国
聖
の
遺
品
と
し
て
、
永
徳
四
年
の
銘
を
持
つ

（

６

）

金
銅
経
札
が
存
在
す
る
こ
と
は
既
に
紹
介
が
あ
る
．
一
般
に
法
華
写
経
を
込
め
た
小

型
の
経
筒
を
奉
納
す
る
事
例
の
多
い
六
十
六
部
遺
品
の
中
で
、
写
経
巻
を
伴
わ
な
い
、

形
態
の
異
な
る
納
経
の
事
例
と
し
て
永
徳
四
年
銘
の
経
札
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き

た
。

大
正
十
年
二
九
二
二
に
木
崎
愛
吉
氏
が
著
し
た
『
大
日
本
金
石
史
』
に
は
、
奈

良
の
古
美
術
商
、
森
田
一
善
堂
所
蔵
の
「
相
模
鶴
岡
八
幡
宮
金
銅
納
札
」
が
収
め

ら
れ
る
．
木
崎
氏
自
身
は
考
証
を
期
し
て
及
ば
な
か
っ
た
資
料
と
し
て
、
手
拓
を
典

拠
と
す
る
原
文
を
掲
載
す
る
が
、
そ
の
文
面
は
本
稿
で
取
り
上
げ
る
金
銅
経
札
と
一

（

７

）

字
一
句
を
同
じ
く
す
る
。

新
城
常
三
氏
は
、
木
崎
氏
の
紹
介
を
引
き
「
永
徳
四
年
相
模
鶴
岡
八
幡
宮
金
銅
納

札
」
に
記
さ
れ
た
銘
文
「
奉
納
妙
典
一
国
六
十
六
部
相
州
鎌
倉
聖
源
坊
」
の
．

国
六
十
六
部
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
本
来
六
十
六
国
を
廻
り
法
華
写
経
を
奉
納

二

先

行

研

究

（
２
）
六
十
六
部
廻
国
納
経
の
遺
品

本
資
料
は
銘
文
の
記
載
に
よ
り
六
十
六
部
廻
国
聖
に
よ
る
納
経
の
遺
品
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
、
六
十
六
部
廻
国
納
経
と
そ
の
遺
品
に
つ
い
て
研
究
史

（

９

）

を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

六
十
六
部
廻
国
聖
に
よ
る
納
経
は
、
小
型
の
経
筒
に
書
写
の
法
華
経
巻
を
納
め
て

社
寺
に
奉
納
し
た
り
、
塚
を
築
い
て
埋
納
す
る
形
式
が
十
六
世
紀
に
盛
行
し
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
遺
品
と
し
て
は
、
高
さ
一
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
直
径
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
ほ
ど
の
規
格
化
さ
れ
た
小
型
経
筒
が
各
地
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
経
筒
は
円

筒
形
・
六
角
形
・
八
角
形
の
種
類
が
あ
り
、
銅
製
の
筒
身
に
法
華
経
奉
納
の
銘
文
を

刻
む
。
筒
内
に
経
巻
の
痕
跡
が
残
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
小
経
筒
に
よ
る
奉
納

形
態
に
つ
い
て
は
、
十
三
世
紀
末
か
ら
十
四
世
紀
初
頭
に
は
成
立
し
た
と
さ
れ
る
が
、

続
く
十
五
世
紀
の
史
料
が
少
な
く
、
十
六
世
紀
の
盛
行
に
至
る
廻
国
納
経
の
展
開
に

つ
い
て
は
、
い
ま
だ
不
明
な
点
も
多
い
。

十
六
世
紀
以
降
の
盛
行
と
遺
品
に
つ
い
て
は
、
島
根
県
大
田
市
南
八
幡
宮
の
鉄
塔

（

皿

）

内
か
ら
発
見
さ
れ
た
多
数
の
経
筒
が
発
見
さ
れ
、
基
礎
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
経
筒

の
規
格
や
銘
文
に
つ
い
て
の
分
析
が
進
み
、
か
つ
、
寺
院
内
に
設
け
ら
れ
た
鉄
塔
に

奉
納
す
る
信
仰
形
態
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
南
八
幡
宮
の
鉄
塔
か
ら
は
、
経
筒
が
一

六
八
口
、
銅
板
に
奉
納
事
由
を
記
し
た
納
札
が
七
枚
、
四
十
五
個
一
括
の
経
石
、
伴

出
遺
物
と
し
て
懸
仏
、
飾
金
具
、
鉄
製
品
、
泥
塔
、
土
器
、
銭
貨
が
発
見
さ
れ
て
お

た
め
、
両
氏
の
紹
介
に
な
る
「
金
銅
納
札
」
が
本
資
料
と
同
一
の
も
の
か
厳
密
に
は

確
定
が
難
し
い
も
の
の
、
「
金
銅
札
」
と
い
う
品
質
、
形
状
と
、
銘
文
の
内
容
か
ら
み

て
、
同
種
の
資
料
と
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

（

８

）

す
る
も
の
を
一
国
六
十
六
所
に
縮
小
し
た
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
。

木
崎
氏
、
新
城
氏
の
紹
介
と
も
に
、
資
料
の
形
状
や
寸
法
を
示
す
情
報
に
欠
け
る
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り
、
遺
品
の
大
半
を
経
筒
が
占
め
る
。
以
後
各
地
で
発
見
さ
れ
る
六
十
六
部
遺
品
に

お
い
て
も
、
中
世
に
遡
り
得
る
遺
品
の
多
く
は
経
筒
で
あ
り
、
経
筒
に
よ
る
奉
納
が

主
流
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

本
資
料
の
よ
う
な
納
経
札
の
事
例
は
、
皆
無
で
は
な
い
が
、
六
十
六
部
関
係
遺
品

と
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
本
資
料
は
永
徳
四
年
の
年
紀
を
有
し
、
小
経

筒
に
よ
る
奉
納
が
成
立
し
展
開
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
十
四
世
紀
後
半
の
作
例

で
あ
る
。
本
資
料
は
、
規
格
化
さ
れ
大
規
模
に
盛
行
す
る
六
十
六
部
廻
国
納
経
の
前

段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
重
要
な
遺
品
と
言
え
よ
う
。

（
１
）
銘
文
の
解
釈

改
め
て
本
資
料
の
銘
文
に
つ
い
て
、
内
容
を
確
認
し
た
い
〔
図
５
〕
。

中
央
行
を
主
文
と
し
て
左
右
行
に
振
り
分
け
ら
れ
た
語
句
を
読
み
合
わ
せ
る
と
、

①
中
央
行
上
半
「
奉
納
妙
典
一
国
六
十
六
部
」
は
奉
納
内
容
、
す
な
わ
ち
、
「
妙
典
」

三
永
徳
四
年
銘
金
銅
納
経
札
の
位
置
づ
け

~

○

ノ
ー
非
Ｊ

蕊

一

輔 ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

１

１

１

１

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｊ

Ｉ

１

Ｊ

１

蕃

鑿

等

“

④

章

。

調

灘

か

一

劇
毒

Ｉ

巍

却

③

〃
１
，
刺
伺

妙
法
蓮
華
経
を
。
国
六
十
六
部
」
奉
納
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。
左

右
行
冒
頭
部
分
②
「
十
羅
刹
女
」
お
よ
び
「
三
十
番
神
」
は
法
華
経
守
護
の
尊
格
と

し
て
知
ら
れ
る
諸
尊
で
あ
り
、
奉
納
写
経
巻
の
守
護
の
役
割
を
期
待
し
て
記
さ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

左
右
行
の
中
ほ
ど
③
「
永
徳
牢
」
「
卯
月
日
」
は
奉
納
年
月
を
示
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

中
央
行
下
半
④
「
相
州
鎌
倉
聖
源
坊
」
は
左
右
行
の
「
驫
丘
」
「
八
幡
宮
」
と
と

も
に
、
奉
納
者
の
名
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
十
四
世
紀
以
降
の
年
紀
を
持
つ
納
経
遺

品
の
う
ち
、
本
資
料
と
同
規
模
同
種
の
銘
文
を
見
る
と
、
奉
納
先
を
記
す
例
は
多
く

は
な
く
、
奉
納
者
の
生
国
や
出
所
住
地
を
記
す
例
が
多
い
。
本
資
料
の
「
鶴
岡
八
幡

宮
」
は
「
聖
源
坊
」
の
出
所
情
報
を
示
す
記
載
と
考
え
た
い
。

左
右
行
最
下
段
⑤
「
檀
那
」
「
守
正
」
は
経
典
奉
納
事
業
の
檀
那
と
な
っ
た
人
物
の

名
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
本
資
料
は
、
永
徳
四
年
四
月
、
守
正
な
る
人
物
を
檀
那
と
し
て
、
相

~

一
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画

６

二

一

⑤

。
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牌

ド

グ

刈
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蓮
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州
鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮
の
聖
源
坊
な
る
人
物
に
よ
り
、
奉
納
先
は
不
明
で
あ
る
が
、
．

国
六
十
六
部
」
奉
納
の
事
業
の
中
で
奉
納
さ
れ
た
法
華
経
巻
に
対
応
す
る
納
経
札
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
「
一
国
六
十
六
部
」
と
い
う
奉
納
形
式
に
つ
い
て
、
新
城
氏
は
、
六
十
六
部

の
写
経
巻
を
持
っ
て
諸
国
を
廻
り
奉
納
す
る
「
廻
国
六
十
六
部
」
の
奉
納
形
式
の
「
略

（

Ⅲ

）

式
」
と
し
て
、
写
経
巻
六
十
六
部
を
一
国
内
に
奉
納
す
る
も
の
と
指
摘
し
た
。
本
資

料
の
銘
文
の
文
意
を
そ
の
ま
ま
に
理
解
す
れ
ば
、
新
城
氏
の
指
摘
の
通
り
、
一
国
内

に
六
十
六
部
の
経
巻
を
奉
納
す
る
形
態
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
一
国
内
六
十
六
か
所
に
一
部
ず
つ
奉
納
し
た
も
の
か
、
あ
る
い

は
、
｜
国
一
所
に
六
十
六
部
を
奉
納
し
た
も
の
か
、
銘
文
の
記
述
の
み
で
は
明
ら
か

に
し
得
な
い
。
仮
に
法
華
経
一
部
八
巻
二
十
八
品
を
六
十
六
部
と
な
れ
ば
大
部
で
あ

り
、
一
所
に
奉
納
し
た
と
す
れ
ば
相
応
の
規
模
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
一
国
六

十
六
部
」
の
奉
納
形
式
が
「
廻
国
六
十
六
部
」
の
「
略
式
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
な
お
検
討
を
要
し
よ
う
。

加
え
て
、
本
資
料
は
「
廻
国
六
十
六
部
」
の
奉
納
形
式
が
定
着
す
る
一
世
紀
以
上

前
の
年
紀
を
有
し
て
お
り
、
そ
こ
で
示
さ
れ
る
納
経
の
あ
り
方
は
、
廻
国
に
よ
る
納

経
が
定
着
す
る
以
前
の
形
式
で
あ
る
こ
と
も
想
定
で
き
る
。
永
徳
四
年
を
遡
る
文
保

三
年
（
一
三
一
九
）
の
銘
を
持
つ
、
山
形
・
出
羽
三
山
神
社
所
蔵
の
銅
経
筒
で
は
、
法

華
経
を
写
経
し
た
六
十
六
部
の
う
ち
の
一
部
を
奉
納
す
る
と
と
れ
る
銘
文
が
刻
ま
れ

（

蛇

）

て
お
り
、
廻
国
で
あ
っ
た
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
六
十
六
部
の
害
写
経
巻
か
ら
一

部
ず
つ
を
巡
歴
奉
納
す
る
納
経
の
あ
り
方
も
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

す
で
に
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
は
、
法
華
経
信
仰
に
基
づ
き
、
法
華

経
二
十
八
品
に
開
経
結
経
を
加
え
て
書
写
荘
厳
し
然
る
べ
き
寺
社
に
納
め
る
こ
と
が

広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
数
多
く
の
事
例
と
遺
品
が
知
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
営
為
の
展

開
と
し
て
、
六
十
六
部
の
法
華
経
巻
を
書
写
し
巡
歴
し
て
奉
納
す
る
納
経
の
あ
り
方

が
発
生
し
、
や
が
て
諸
国
を
巡
る
行
と
し
て
確
立
し
て
い
く
と
す
れ
ば
、
本
資
料
の

示
す
．
国
六
十
六
部
」
と
は
、
廻
国
奉
納
に
展
開
す
る
前
段
に
あ
る
と
も
考
え
ら

れ
よ
う
。

巡
歴
に
よ
る
納
経
と
い
う
あ
り
方
を
考
え
る
際
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
奉
納
者
と

し
て
名
を
残
す
「
聖
源
坊
」
な
る
存
在
で
あ
る
。
「
聖
源
坊
」
に
つ
い
て
は
、
鶴
岡
八

幡
宮
の
記
載
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
供
僧
を
勤
め
る
二
十
五
坊
と
の
関

（

肥

）

係
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
巡
歴
納
経
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
考
え
る
と
「
聖
源

坊
」
は
機
関
と
い
う
よ
り
も
行
者
個
人
の
名
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思

一
『
ノ
Ｏ

そ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
新
城
氏
が
中
世
の
六
十
六
部
に
見
ら
れ
る
「
．
：
坊
」

「
．
：
房
」
と
い
う
名
乗
り
に
つ
い
て
、
山
伏
や
修
験
を
示
す
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
点

（

Ｍ

）

で
あ
る
。
一
般
に
中
世
の
六
十
六
部
聖
は
、
そ
の
前
身
を
古
代
の
山
岳
修
験
者
、
特

（

巧

）

に
法
華
経
を
信
仰
す
る
聖
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
推
論
を
暹
し
く
す
る
な
ら
、
本
資
料
は
、
鶴
岡
八
幡
宮
に
帰
属
、

も
し
く
は
そ
れ
を
活
動
の
基
盤
と
す
る
法
華
持
経
の
山
岳
修
行
者
「
聖
源
坊
」
に
よ

る
、
檀
那
「
守
正
」
を
後
ろ
盾
と
し
た
、
巡
歴
納
経
の
遺
品
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
２
）
形
態
か
ら
見
る
納
経
の
形
式

次
に
本
資
料
の
形
態
か
ら
、
使
用
の
方
法
や
機
能
を
考
察
し
た
い
。

本
資
料
の
形
態
的
な
特
質
と
し
て
、
①
銅
板
に
鍍
金
を
ほ
ど
こ
し
た
札
形
で
あ
る

こ
と
、
②
上
辺
を
山
形
に
成
形
し
た
五
角
形
を
な
す
こ
と
、
③
小
孔
を
有
す
る
こ
と
、

の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
形
態
的
特
質
は
、
本
資
料
の
用
途
や
機
能
と

ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
本
資
料
の
形
態
が
ど
の
よ

う
な
経
奉
納
の
形
式
を
前
提
に
生
ま
れ
た
も
の
か
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
六
十
六

-150-



〔表〕 上辺を山形に成形し、小孔を有する納経札の例

出典－｢西暦｢所在・所蔵 ①法量②材質形状③銘文等

高28.2cm、鵬6.8cm、厚0.1cm・

銅製鍍金、頂上部山形、小孔あり。

〔本稿一（2）参照〕

下辺欠失、残存部の局6.8cm，鵬3.8cm。

銅製鍍金、頂上部111形、方孔あり。

作例
一
①
｜
②
｜
③
｜
①
｜
②

~永徳四年銘納経札

(本資料）
神奈川・個人1384

近藤1965

烏谷2()14
永正十年銘納札残欠 島根県大田市南八幡宮1513 3行の銘文あり。右行「十羅刹女羽ｵﾙ玄万寺［ 」

中央行「奉納法華妙典六十六部［ 」左行「三十番神

永正十年［ 」の文字が確認されている。

A

r、
、リノ

①|下辺欠失、残存部の高11.5cm、幅6cm、厚0.2mm
②|銅製鍍金、頂上部lll形、小孔あり。

6行分の銘文あり。右から1行目 「奉逆修為七世父母

六親脊属也口永｣2行H 「十羅刹女第二度聖弘繁小聖
弘1l頂｣3行日 「奉納大乗妙典六l六部内願主｣、 4行目

あり、 5行目「三十番神野品足利庄妙口信妙□□｣6

行目「大永二年壬正月□口敬向」の文字が確認されて

いる。 3行目上に梵字（バク)1字あり。

近藤1965

烏谷2014
大永二年銘納札残欠 島根県大出市南八幡宮1522B

＠）

上下に分割され、上部局5.9cm，下部高6.1cm、幅5.6cm、
厚0.2mm。①|Edimi:"'-Ⅷｰ一筥ゞ

②|銅製鍍金、頂上部山形
近藤1965

烏谷2()14
年紀ｲ《明納札残欠 島根県大lll市南八幡宮16世紀C l越前住｣中央行｢奉

｢三十番神l 1年今
中央行上に梵字（（

3行の銘文あり｡右行｢+･羅刹女（
納妙典l l六拾陸部春□」左行
月R」の文字が確認されている。

ク)1字あり。

④

下半を欠失、残存部の高8.7cm、 IIH7.1cm、厚0.5mm

銅製、頂上部山形、小孔あり。

』

2

大永l几|年銘納札残欠 富山県中新川郡立111町芦峅寺 京田1972回 1524 5行の銘文あり

納大乗妙典六」
読されている。

線刻。右行｢十羅刹女井間｣中央行｢奉

左行「三十番神大永四季」の文字が解

中央行上に梵字（パイ）1字あり。

③

※出典は､｢近藤1965｣:近藤正｢大lll市南八幡宮の鉄塔と経筒について｣『島根県文化財調査報告｣第1集(昭和40年)､｢鳥谷2014｣:鳥谷芳雄｢島
根県大田市の南八幡宮経筒・納札の銘文」 『歴史考古学」第68号（平成26年)、 「京田1972」 ：京田良志「越中における六'一六部納経の資料」
｢史迩と美術」第429号（昭和47年)。

部
廻
国
納
経
の
遺
品
と
し
て
伝
来
す
る
金
銅
札
に
つ
い
て
、
特
に
、
上
辺
を
山
形
に

成
形
し
、
小
孔
が
確
認
さ
れ
る
作
例
を
確
認
し
て
お
き
た
い
〔
表
〕
。

島
根
県
大
田
市
南
八
幡
宮
に
残
る
六
十
六
部
関
係
遺
品
で
は
、
鉄
塔
内
か
ら
発
見

（

略

）

さ
れ
た
銅
製
納
札
七
枚
の
う
ち
、
三
枚
が
上
辺
を
山
形
に
成
形
し
た
も
の
で
あ
る
。

〔
表
〕
中
Ａ
永
正
十
年
（
一
‐
五
一
三
）
銘
、
Ｂ
大
永
二
年
二
五
二
三
銘
、
Ｃ
年
紀

不
明
の
納
札
の
事
例
が
南
八
幡
宮
鉄
塔
内
発
見
の
三
例
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
札
の
一

部
を
欠
失
す
る
。
Ｃ
納
札
は
年
紀
不
明
で
は
あ
る
が
、
同
鉄
塔
内
発
見
の
納
札
お
よ

び
経
筒
と
の
比
較
か
ら
十
六
世
紀
の
遺
品
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（

Ⅳ

）

Ｄ
富
山
県
中
新
川
郡
立
山
町
伝
来
の
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
銘
銅
製
納
札
残
欠

は
、
銘
文
中
央
行
に
「
奉
納
大
乗
妙
典
」
の
線
刻
銘
と
、
そ
れ
に
続
く
「
六
」
の
文

字
が
部
分
的
に
確
認
さ
れ
、
六
十
六
部
廻
国
聖
に
よ
る
納
経
札
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

本
資
料
よ
り
後
世
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
頂
上
を
山
形
に
成
形
し
、
Ｃ
を
除
い
て

い
ず
れ
か
に
孔
の
穿
た
れ
た
札
形
で
あ
る
点
が
本
資
料
と
共
通
す
る
。
一
方
、
寸
法

等
を
比
較
す
る
と
、
本
資
料
の
ほ
う
が
幾
分
大
型
で
あ
る
と
気
づ
く
。
特
に
板
の
厚

さ
に
つ
い
て
は
、
本
資
料
で
は
○
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
測
り
、
四
例
の
山
形
納

経
札
の
二
倍
以
上
の
厚
み
と
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
四
例
の
銘
文
は
線
刻
を
主
体
と
す

る
が
、
本
資
料
で
は
太
さ
の
あ
る
筆
様
の
字
形
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
資
料
で
は

鍍
金
は
銅
板
の
表
裏
両
面
に
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
時
代
の
下
る
四
例
の
六
十
六
部

納
経
札
に
比
べ
、
本
資
料
は
よ
り
重
厚
で
、
丁
寧
な
仕
上
げ
で
あ
る
と
言
え
る
だ
る

》
『
●
／
○

納
経
札
に
見
ら
れ
る
小
孔
の
機
能
に
つ
い
て
、
Ｄ
納
経
札
の
伝
来
状
況
が
注
目
さ

れ
る
。
こ
の
資
料
を
紹
介
し
た
京
田
良
志
氏
に
よ
る
と
、
納
経
札
が
伝
来
し
た
芦
峅

寺
集
落
は
立
山
修
験
や
立
山
地
獄
め
ぐ
り
の
起
点
と
し
て
栄
え
た
社
寺
宿
坊
の
集
ま

る
地
域
で
あ
り
、
納
札
は
、
昭
和
三
年
二
九
二
六
）
に
立
山
頂
上
本
社
（
雄
山
神

社
）
本
殿
に
使
わ
れ
て
い
た
古
柱
材
に
打
ち
付
け
て
あ
っ
た
も
の
と
の
由
来
を
持
つ
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と
い
う
。
既
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
位
置
を
計
っ
て
穿
た
れ
た
小
孔
に
は
、
納

経
札
を
柱
や
壁
に
打
ち
付
け
る
機
能
が
想
定
で
き
よ
う
。

一
方
、
「
柱
や
壁
に
打
ち
付
け
る
札
」
と
い
う
点
で
は
、
中
世
以
降
、
観
音
巡
礼
な

ど
の
巡
礼
者
が
参
詣
の
証
と
し
て
寺
社
の
柱
や
天
井
に
打
ち
付
け
る
納
札
の
作
例
が

（

配

）

注
目
さ
れ
る
。

「
善
峯
寺
参
詣
曼
茶
羅
」
（
京
都
・
善
峯
寺
、
桃
山
時
代
、
十
六
～
十
七
世
紀
）
に

は
、
本
堂
右
側
に
柱
に
何
か
を
打
ち
付
け
る
僧
侶
が
描
か
れ
て
お
り
、
納
札
の
様
子

（

池

）

を
描
い
た
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
応
永
二
十
四
年
二
四
一
七
）
以
後
の
成
立
と
さ

れ
る
『
桂
川
地
蔵
縁
起
』
に
「
或
有
三
十
三
所
順
礼
行
者
打
簡
」
と
の
記
述
が
あ
る

（

加

）

な
ど
、
巡
礼
者
が
小
木
札
を
堂
宇
に
打
ち
付
け
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

納
札
の
古
例
と
し
て
は
、
栃
木
県
・
援
阿
寺
に
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
の
坂
東

三
十
三
所
巡
礼
の
納
札
が
伝
わ
る
ほ
か
、
兵
庫
県
・
広
峰
神
社
に
伝
わ
る
文
安
五
年

二
四
四
八
）
銘
の
西
国
三
十
三
所
巡
礼
納
札
が
あ
る
。
ま
た
、
滋
賀
県
・
鴨
田
遺
跡

か
ら
は
宝
徳
四
年
二
四
五
二
）
銘
の
木
製
墨
書
の
巡
礼
札
が
大
量
に
出
土
し
て
い

（
別
）る

。
岩
手
県
・
中
尊
寺
に
は
文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
）
銘
の
ほ
か
、
西
国
三
十
三

（

配

）

所
巡
礼
を
記
念
す
る
納
札
が
複
数
例
知
ら
れ
る
。
山
形
県
・
若
松
寺
に
は
延
徳
四
年

（

配

）

二
四
九
二
）
か
ら
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
の
納
札
が
残
る
。
埼
玉
県
・
法
雲
寺
に

は
享
禄
四
年
（
一
五
三
二
か
ら
天
文
二
十
四
年
二
五
五
五
）
の
観
音
霊
場
巡
礼

（

泌

）

に
か
か
わ
る
納
札
が
残
る
。
中
世
に
遡
る
納
札
の
大
半
は
木
製
、
墨
書
も
し
く
は
陰

刻
で
、
納
札
奉
納
の
事
由
、
巡
礼
者
の
名
前
、
生
国
、
奉
納
の
年
月
日
な
ど
を
記
す
。

形
状
と
し
て
は
上
辺
を
山
形
に
し
た
五
角
形
の
も
の
が
多
く
、
打
ち
付
け
る
た
め
の

小
孔
が
見
ら
れ
る
点
は
本
資
料
と
も
共
通
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
木
製
納
札
は

寸
法
が
四
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
六
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
も
の
も
あ

り
、
本
資
料
よ
り
も
大
き
い
。

（

妬

）

一
方
、
数
は
少
な
い
が
銅
製
の
納
札
も
現
存
す
る
．
中
世
に
遡
る
作
例
と
し
て
は
、

中
尊
寺
の
天
文
四
年
二
五
三
五
）
銘
、
滋
賀
県
・
石
山
寺
の
天
文
十
五
年
二
五

四
六
）
銘
の
納
札
が
知
ら
れ
る
。
中
尊
寺
の
天
文
四
年
銘
納
札
は
、
五
角
形
の
形
状

で
、
高
さ
は
十
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
、
木
製
納
札
の
作
例
よ
り
も
本
資
料
と
寸

法
が
近
し
い
。

六
十
六
部
遺
品
と
し
て
の
納
経
札
よ
り
も
時
代
の
遡
る
作
例
が
確
認
さ
れ
て
い
る

納
札
の
例
は
、
本
資
料
の
形
態
が
中
世
の
巡
礼
や
経
奉
納
に
か
か
わ
る
納
札
と
も
共

通
性
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
納
札
が
札
所
の
柱
や
天
井
に
打
ち
付

け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
本
資
料
の
使
用
方
法
や
機
能
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ

鳥
ご
つ
。一

方
、
奉
納
の
事
由
の
違
い
は
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。
納
札
の
多
く
は
巡
礼
や

修
法
の
結
願
を
記
念
し
て
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
本
資
料
は
、
銘
文
の
記
載
内
容
か
ら

す
る
と
法
華
経
奉
納
に
伴
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
と
解
釈
で
き
、
か
つ
て
指
摘
さ
れ
た

（

恥

）

よ
う
に
、
奉
納
経
巻
を
収
め
た
経
箱
に
打
ち
付
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き

（

”

）

な
い
。
現
時
点
で
、
本
資
料
を
含
め
六
十
六
部
遺
品
と
し
て
伝
わ
る
納
経
札
は
い
ず

れ
も
経
奉
納
を
示
す
銘
文
を
有
し
て
い
る
が
、
対
応
す
る
経
巻
が
と
も
に
伝
来
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
経
巻
奉
納
の
代
替
と
し
て
納
経
札
の
み
を
奉
納
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
も
今
後
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

経
巻
奉
納
を
伴
う
納
経
札
で
あ
る
の
か
、
経
巻
の
代
替
と
し
て
の
納
経
札
で
あ
る

の
か
。
経
箱
の
銘
札
と
し
て
打
ち
付
け
た
の
か
、
巡
礼
結
願
な
ど
で
奉
納
さ
れ
る
納

札
の
よ
う
に
柱
や
天
井
な
ど
堂
宇
に
打
ち
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
本
資
料
が

ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
を
要
し
よ
う
。

六
十
六
部
廻
国
聖
の
諸
国
巡
礼
と
納
経
遺
品
に
つ
い
て
は
、
経
筒
に
記
さ
れ
た
銘

文
が
金
石
文
研
究
の
対
象
と
し
て
集
成
さ
れ
、
ま
た
各
地
の
社
寺
に
奉
納
さ
れ
た
事

お
わ
り
に
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例
が
報
告
さ
れ
、
加
え
て
考
古
学
的
な
発
見
も
多
く
、
中
世
日
本
に
廻
国
納
経
と
い

う
信
仰
形
態
が
広
範
に
存
在
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
う
し
た

信
仰
形
態
を
有
し
た
宗
教
者
の
流
動
は
、
中
世
の
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ヅ
ク
な
営
み
を

示
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

一
方
で
、
六
十
六
部
廻
国
聖
の
活
動
の
具
体
や
現
存
資
料
の
位
置
づ
け
、
歴
史
的

な
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
は
、
今
後
の
展
開
を
期
待
さ
れ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ

の
中
で
、
六
十
六
部
聖
に
よ
る
廻
国
納
経
が
盛
行
す
る
時
期
を
遡
る
時
代
の
遺
品
に

つ
い
て
は
、
実
資
料
の
分
析
を
も
と
に
同
時
代
の
様
相
に
位
置
づ
け
な
が
ら
、
後
世

と
の
相
関
を
検
証
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
永
徳
四
年
の
銘
を
有
し
、
鶴
岡
八
幡
宮
と
の
関
係
が
う
か
が
わ
れ
る

金
銅
納
経
札
を
取
り
上
げ
、
六
十
六
部
廻
国
聖
の
遺
品
と
の
関
連
で
語
ら
れ
る
こ
と

の
多
か
っ
た
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
銘
文
の
内
容
と
、
形
態
の
観
察
を
通
し
て
、

改
め
て
中
世
の
納
経
関
連
資
料
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
。

本
資
料
は
、
六
十
六
部
遺
品
と
し
て
多
く
発
見
さ
れ
る
小
経
筒
で
は
な
く
納
経
札

で
あ
り
、
そ
の
銘
文
か
ら
は
必
ず
し
も
後
世
の
「
廻
国
」
に
通
ず
る
内
容
が
明
ら
か

で
は
な
い
。
納
経
札
と
し
て
の
形
態
は
後
世
の
そ
れ
に
比
べ
て
重
厚
で
丁
寧
な
仕
上

げ
が
な
さ
れ
て
い
る
。
十
六
世
紀
に
盛
行
を
見
せ
る
六
十
六
部
廻
国
聖
の
遺
品
と
は

一
時
代
を
遡
る
遺
品
と
し
て
、
以
後
の
廻
国
納
経
の
あ
り
方
と
共
通
す
る
部
分
も
あ

り
つ
つ
、
差
異
も
有
し
て
い
た
。

銘
文
の
内
容
か
ら
は
、
奉
納
先
は
不
明
で
あ
る
が
、
鶴
岡
八
幡
宮
に
か
か
わ
る
遺

品
で
あ
る
こ
と
は
従
来
の
見
解
に
同
じ
く
、
鶴
岡
八
幡
宮
に
帰
属
す
る
法
華
持
経
の

山
岳
修
行
者
に
よ
る
納
経
に
か
か
わ
る
資
料
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の
こ

と
は
、
南
北
朝
時
代
十
四
世
紀
の
鶴
岡
八
幡
宮
周
辺
に
お
け
る
修
験
の
活
動
や
、
当

該
期
の
鎌
倉
の
宗
教
世
界
を
考
え
る
視
点
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

奉
納
者
「
聖
源
坊
」
、
檀
那
「
守
正
」
の
来
歴
と
活
動
を
探
る
こ
と
が
、
今
後
の
課
題

註（
１
）
松
原
典
明
「
六
十
六
部
聖
の
奉
納
経
筒
に
み
る
規
格
性
に
つ
い
て
ｌ
大
田
南
八
幡
宮
奉
納
経
筒

を
中
心
と
し
て
ｌ
」
冒
己
ｍ
両
己
三
」
第
四
六
○
号
、
平
成
元
年
。

（
２
）
『
国
史
大
辞
典
」
六
十
六
部
の
項
に
は
「
鶴
岡
八
幡
宮
に
は
永
徳
四
年
（
至
徳
元
、
一
三
八
四
）

の
金
銅
経
札
」
が
あ
る
と
の
記
載
が
あ
る
。

（
３
）
綿
布
団
を
敷
き
備
え
た
専
用
箱
に
収
納
さ
れ
、
収
納
箱
蓋
表
右
上
に
「
金
銅
経
札
」
の
貼
り
紙

が
あ
る
。
箱
内
に
は
、
名
称
と
時
代
等
を
記
し
た
名
刺
大
の
カ
ー
ド
一
枚
、
銘
文
を
写
し
た
本

資
料
と
同
寸
同
形
の
厚
紙
一
枚
が
付
属
す
る
。

（
４
）
『
國
寶
史
蹟
」
第
三
五
号
、
國
寶
史
蹟
研
究
会
、
昭
和
三
十
九
年
。
本
資
料
箱
内
の
名
刺
大
カ

ー
ド
に
は
「
八
幡
文
庫
」
の
朱
文
方
印
が
押
さ
れ
、
八
幡
文
庫
鎌
倉
温
古
館
展
観
時
の
名
称
札

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
八
幡
文
庫
鎌
倉
温
古
館
は
、
昭
和
戦
前
期
か
ら
戦
後
に
か
け
て
鎌

倉
と
周
辺
地
域
の
歴
史
研
究
に
取
り
組
ん
だ
、
八
幡
義
生
の
蒐
集
資
料
を
展
示
公
開
す
る
た
め

に
開
設
さ
れ
た
施
設
で
あ
る
。
八
幡
義
生
は
、
昭
和
十
一
年
に
在
野
の
歴
史
研
究
団
体
で
あ
る

「
國
寶
史
蹟
研
究
会
」
を
発
足
し
、
鎌
倉
を
拠
点
に
神
奈
川
県
域
、
関
東
地
方
な
ど
を
フ
ィ
ー

ル
ド
と
し
て
、
史
蹟
、
文
化
財
の
「
発
見
」
、
再
評
価
、
発
信
に
努
め
た
。
温
古
館
で
は
、
研

究
会
の
活
動
の
結
果
と
し
て
の
蒐
集
資
料
を
一
般
に
公
開
す
る
た
め
に
展
観
が
企
画
さ
れ
、
昭

和
二
十
四
年
か
ら
昭
和
三
十
九
年
の
間
と
、
昭
和
四
十
六
年
に
、
計
八
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。

付
記本

稿
作
成
に
あ
た
り
、
八
幡
義
信
氏
に
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

で
あ
る
。

本
資
料
は
、
そ
の
存
在
を
知
ら
れ
つ
つ
、
比
較
し
得
る
類
例
に
乏
し
く
、
十
分
な

分
析
の
機
会
を
与
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
も
そ
の
資
料
的
な
位
置
づ
け
を

十
分
に
明
ら
か
に
し
得
た
と
は
言
え
な
い
が
、
中
世
鎌
倉
を
知
る
上
で
貴
重
な
視
点

を
内
包
し
た
遺
品
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
紹
介
し
、
稿
を
終
え
た
い
。
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（
５
）

拙
槁
「
地
域
の
研
究
会
が
記
録
す
る
鎌
倉
の
文
物
ｌ
國
寶
史
蹟
研
究
会
の
活
動
か
ら
ｌ
」
平
成

二
十
四
年
～
二
十
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
（
一
般
）
）
研
究
成
果
報
告

耆
「
中
世
鎌
倉
地
域
に
お
け
る
寺
院
什
物
帳
（
文
物
台
帳
）
と
請
来
遺
品
（
唐
物
）
の
基
礎
的

研
究
」
（
研
究
代
表
者
恥
古
川
元
也
）
、
平
成
二
十
七
年
。

特
別
展
図
録
『
鎌
倉
の
金
工
」
鎌
倉
国
宝
館
、
昭
和
六
十
年
。
展
覧
会
会
期
は
昭
和
六
十
年
十

月
二
十
日
か
ら
十
一
月
十
七
日
。

前
掲
註
２
。

木
崎
愛
吉
「
大
日
本
金
石
史
」
第
三
巻
別
冊
「
（
二
三
）
相
模
鶴
岡
八
幡
宮
金
銅
納
札
ｏ
奈
良

森
田
一
善
堂
蔵
○
手
拓
」
、
好
尚
會
出
版
部
、
大
正
十
年
。
掲
載
の
銘
文
は
以
下
の
通
り
。

「

十

羅

刹

女

永

徳

牢

鶴

岳

檀

那

奉

納

妙

典

一

剛

六

十

六

部

相

州

鎌

倉

聖

源

坊

三

十

番

神

卯

月

日

八

幡

宮

守

正

」

新
城
常
三
「
新
槁
社
寺
参
詣
の
社
会
経
済
史
的
研
究
」
塙
書
房
、
昭
和
五
十
七
年
。

六
十
六
部
遺
品
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
田
代
孝
「
六
十
六
部
川
国
納
経
の
発
生
と
展
開
」
『
巡

礼
論
集
２
六
十
六
部
廻
国
巡
礼
の
諸
相
」
（
巡
礼
研
究
会
編
、
岩
川
書
院
、
平
成
十
五
年
）
に

よ
る
。

近
藤
正
「
大
田
市
南
八
幡
宮
の
鉄
塔
と
経
筒
に
つ
い
て
」
「
島
根
県
文
化
財
調
査
報
告
」
第
一

集
、
島
根
県
教
育
委
員
会
、
昭
和
川
十
年
。

前
掲
註
８
。

関
秀
夫
「
経
塚
遺
文
』
東
京
堂
出
版
、
昭
和
六
十
年
。
唖
山
形
県
東
田
川
郡
羽
黒
町
手
向
出
土

の
銅
経
筒
の
銘
文
と
し
て
、
以
下
を
掲
載
。

「
妙
法
蓮
華
經
一
部
六
土
ハ
部
内

文

保

三

年

二

月

八

日

檀
那
佐
渡
國
雑
太
住
人
間
七
郎

入

道

沙

弥

曉

忍

聖

人

同

所

住

越

中

房

蓮

柘

」

前
掲
註
５
解
説
。

前
掲
註
８
。

前
掲
註
９
．

（
肥
）
前
掲
註
岨
。
烏
谷
芳
雄
「
島
根
県
大
田
市
の
南
八
幡
宮
経
筒
・
納
札
の
銘
文
」
「
歴
史
考
古
学
」

第
六
八
号
、
平
成
二
十
六
年
。
南
八
幡
宮
鉄
塔
発
見
の
納
札
の
概
要
に
つ
い
て
は
両
氏
の
報
告

に

よ

る

。

（
Ⅳ
）
京
田
良
志
「
越
中
に
お
け
る
六
十
六
部
納
経
の
資
料
」
「
史
迩
と
美
術
』
第
四
二
九
号
、
昭
和

四
十
七
年
。
中
新
川
郡
立
山
町
芦
峅
寺
集
落
の
佐
伯
赤
長
氏
蔵
と
あ
る
。

（
肥
）
納
札
は
、
「
巡
礼
札
」
「
順
礼
札
」
と
も
呼
ば
れ
、
札
を
納
め
る
堂
な
ど
の
建
物
や
寺
院
が
「
札

所

」

で

あ

る

。

（
岨
）
「
特
別
展
西
国
三
十
三
所
観
音
霊
場
の
祈
り
と
美
』
奈
良
国
立
博
物
館
・
名
古
屋
市
博
物

館
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ラ
ネ
ヅ
ト
近
畿
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
平
成
二
十
年
。

（
別
）
田
中
智
彦
「
巡
礼
と
順
礼
ｌ
文
献
史
料
と
納
札
か
ら
み
た
中
世
の
西
国
巡
礼
の
表
記
ｌ
」
『
巡

礼
論
集
１
巡
礼
研
究
の
可
能
性
』
巡
礼
研
究
会
編
、
岩
田
書
院
、
平
成
十
二
年
。

（
鋤
）
『
近
江
の
観
音
像
と
西
国
三
十
三
所
巡
礼
』
滋
賀
県
安
土
城
考
古
博
物
館
、
平
成
二
十
三
年
。

（
犯
）
岩
手
県
下
で
は
、
一
戸
町
個
人
蔵
の
永
正
九
年
（
一
五
一
二
）
銘
、
大
船
渡
市
新
山
神
社
の
天

文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
銘
、
奥
州
市
駒
形
神
社
の
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
銘
の
納
札
が
知

ら

れ

る

。

（
認
）
『
特
別
展
若
松
寺
の
歴
史
と
遺
宝
ｌ
若
松
観
音
一
三
○
○
年
の
あ
ゆ
み
ｌ
」
山
形
県
立
博
物

館
、
平
成
十
九
年
。
奉
納
の
事
由
と
し
て
、
西
国
三
十
三
所
巡
礼
を
記
念
す
る
も
の
の
ほ
か
、

十
万
枚
護
摩
勤
修
（
文
亀
二
年
）
、
観
音
法
一
千
座
勤
修
（
永
禄
六
年
）
、
最
上
郡
三
十
三
度
巡

礼

記

念

（

大

永

六

年

）

が

あ

る

。

（
鯉
）
享
禄
四
年
と
天
文
二
十
四
年
の
ほ
か
、
天
文
四
年
（
一
五
三
五
）
、
同
五
年
、
同
六
年
、
同
十

三
年
二
五
四
四
の
銘
記
を
有
す
る
納
札
が
あ
り
、
西
国
、
坂
東
、
秩
父
の
日
本
百
カ
所
観

音

霊

場

巡

礼

の

納

札

と

さ

れ

る

。

（
妬
）
木
製
、
銅
製
の
ほ
か
、
紙
製
の
も
の
も
あ
る
。

（
妬
）
前
掲
註
５
解
説
。

（
”
）
那
智
山
如
意
輪
堂
伝
来
と
伝
わ
る
永
正
八
年
（
一
五
一
二
銘
の
経
箱
は
（
和
歌
山
・
那
智
勝

浦
町
）
、
木
製
被
蓋
造
の
箱
表
面
に
、
蓮
華
唐
草
文
を
線
刻
し
た
銅
板
を
鋲
止
め
す
る
金
銅
装

で
あ
る
。
蓋
中
央
に
箱
長
辺
に
平
行
に
帯
状
の
区
画
を
設
け
、
奉
納
内
容
と
奉
納
者
、
奉
納
年

月
日
を
記
し
て
い
る
。
前
掲
註
明
解
説
。
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